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第１章 南部地域における実証運行の方針 
 
◇背景・目的  

● 本市の公共交通の現状をみると、利用者の減少が減便や廃止などサービス低下を招

き、サービス低下が更に利用者の減少を招くという悪循環となっている。 
● その結果、買い物や通院にも困る移動困難者が増加する一方、クルマに頼らざるを

得ないために高齢運転者による事故が多く発生している状況にある。  
● 安全に安心して移動できる社会をつくるためには、現在の公共交通体系を抜本的に

見直し、利便性が高く効率的な新たなシステムを構築とする必要がある。  
● このため、「鳥取市地域公共交通総合連携計画」で示された方向性に基づき、現状の

バス路線網を再編し、鉄道、タクシー、自転車等、他の交通手段との連携を図り、『新

しい総合公共交通システム』の構築に取り組む。 
● 同時に、「バスラッピング」・「ＩＣカードの導入」などの実施、効果的な広報活動の

展開により、「誰もが乗りたくなる公共交通」を目指す。 
 
 
 
鳥取市バス路線網再編実施計画における役割に応じた路線（幹線・支線）及び乗継

拠点配置に基づき、全市におけるダイヤ・運賃等の詳細なサービスレベルを検証する

ため、南部地域において下記方針（案）で実証運行を行う。 

●実証運行の方針 

 
 

 

●実証運行サービスの基本的な考え方 

 

◆運行頻度 

○ 幹線バス路線 

朝夕 概ね５～１０分間隔以下で運行 

日中 概ね１０～１５分間隔以下で運行 

夜   概ね３０分間隔以下で運行 

○ 支線バス路線 

通勤・通学路線  朝夕 ３０分間隔で運行    日中 ６０分間隔以下で運行 

通院等生活路線  １日５往復程度（需要に応じて増便） 

（午前３往復（通学・通勤・通院・買物）、午後２往復） 

 利用しやすいダイヤ設定 

利用者の利便性向上を徹底的に追求した運行サービスを提供 



 

第1章 南部地域における実証運行の方針（案） 

 2 

 

○ バス停 

支線においては自宅近くで乗降可能な工夫、フリー乗降区間の設定 
 

○ 交通空白地域等 
乗合タクシーや過疎地有償運送などによる交通確保を基本とする。 
曜日運行の検討を行う。（運行する日は、利便性の高いダイヤ設定） 
 

◆幹線から支線への乗り換え 

○ 乗換回数 

原則として１回を限度とする。（１回の乗り換えで市中心市街へ） 

○ 料金の調整ＩＣカード導入による初乗り料金の調整、1日上限運賃の設定、支線

路線の運賃検討を行う。 

 

◆効率的で、利便性の高い運行形態の選択 

○ 定時定路線・デマンド型の比較 
○ 路線統合による経費削減 
○ 利用が少ない路線は、乗合タクシー・過疎地有償運送等の利用を検討 
 

◆通学利用便（小学校）の維持 

○ 現状サービスを維持、または代替移動動サービスの提供 
 

◆運賃上限設定の検討 

○ 地域間の不公平感の是正 
 

◆住民と協働による地域交通計画・運行維持・利用促進 

○ 各地域の住民と行政・運行事業者が連携して、協働で地域の移動手段を確保する

ための計画づくりを行う。 
○ 実際の運行を維持するための利用促進など、計画だけでなく住民自らが地域の交

通を創り・守り・育てるしくみの中で再編を行う。 
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第２章 実証運行に係る事業の概要 
 
 南部地域で実施する実証運行事業の概要を以下に示す。 
 
◆幹線、支線のバス実証運行 

バス路線網再編実施計画に基づき、各地域において実証運行を行い本格運行に繋げる。 
 

◆地域循環バスの導入 

高齢化社会等の進展に伴い、各地域の実情に合った地域循環バスを導入し、生活交通の

確保と利便性の向上を図る。 
 

◆交通系ＩＣカードシステム整備 

交通系ＩＣカードを導入し、各種公共交通の一体化と利便性の向上を図る。 
 

◆乗継拠点整備 プラットホーム整備事業 

幹線・支線に沿ったバス路線網の再編実施に伴い、各主要拠点間を結ぶ、乗継拠点（共

通プラットホーム）の整備を行う。 また、サイクルポートを設置して自転車との連携強
化を図る。 
 

◆効果的な広報戦略の展開 

車両ラッピング、愛称募集、イベント等の開催により実証運行の周知、公共交通利用の

啓発活動を行う。  
 

◆バスネットの設置 

鳥取大学が開発したバスネットを公共施設（病院・市役所・観光施設等）に設置し、公

共交通の利用促進を図る。  
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●南部地域における実証運行のイメージ  

 
 
 
 
 

利用者の利便を徹底して追求

・「長大路線」から「幹線・支線」へ

・幹線……朝夕５分毎、日中10～15分毎、夜間30～60分毎に運行

地方都市のモデル的な交通政策として、脱クルマによる低炭素地域づく

りを目指す。

・支線……朝夕30分毎、日中は60分毎に運行

「幹線・支線」化による乗継ぎ発生に対する対応

• ＩＣカード導入（乗継ぎ割引や上限運賃(例えば500円上限など)の導入）

• 乗継ぎ拠点の整備（幹線⇔支線の乗継ぎプラットホーム）

他の交通手段との組み合わせ利用の促進

• 停留所におけるサイクルポート（駐輪場）の整備

• 鉄道とのダイヤ調整

ICカードのイメージ

プラットホームのイメージ

外循環

中央病院･市立病
院･大規模郊外型
店舗など、公共公
益施設や利便施設
を循環する路線

南部地域における実証運行のイメージ

駐輪場つきバス停のイメージ

幹 線

朝夕５分毎、日中10～15分毎、夜間
30～60分毎に運行する利用者の利便第
一の路線
速達性を重視する「快速便」について
検討する。

支 線

朝夕30分毎、日中60分毎を目安に運行。
幹線との乗継ぎは、ＩＣカード導入や
プラットホーム整備により、スムーズに
行えるよう配慮。

支線

幹線

スムーズな
乗継ぎが可能

内循環(くる梨)
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第３章 実証運行の詳細計画 

３-１ 南部地域実証運行の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取駅

吉成南

鳥取南

河 原

用 瀬

神戸線

西郷線

散岐線 江波赤波線

佐治線

智頭線

江波赤波線

佐治線（区域運行）

南部幹線

乗合タクシー・過疎地有償運送など

支線路線の考え方
支線ダイヤは、通勤・通学
時間帯は、30分間隔程度を
確保し、その他の時間帯は需
要との関係から決定する。
人口が少ない地区は、区域
運行によるデマンド型交通の
検討を行う。
現在、交通空白となっている
集落に関しては、乗合タク
シーや過疎地有償運送の導入
を検討する。

乗合タクシー

南部幹線の考え方
ダイヤは、朝夕を概ね５～１
０分間隔、日中を概ね１０～
１５分間隔、夜間を概ね３０
分間隔以下で運行。
主たる乗り継ぎ拠点でのみ
乗降可能とする。
ＩＣカード導入による乗り継
ぎ時の初乗り料金調整。

1
凡 例

南部幹線

支線路線

乗継拠点

サブ拠点

河原・用瀬線

鳥取・河原線

鳥取南線

地 域 圏域人口

鳥取市内

（吉成～円通寺間
400ｍ圏域）

5,045

神戸線沿線 991

河 原 7,779

佐 治 2,438

用 瀬 3,927

計 20,180

地 域 圏域人口

鳥取市内

（吉成～円通寺間
400ｍ圏域）

5,045

神戸線沿線 991

河 原 7,779

佐 治 2,438

用 瀬 3,927

計 20,180

南部幹線の圏域人口

＊（南部幹線の鳥取駅～吉成南間は、全ての既存バス停に停車） 
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３-２ 幹線の計画 
南部幹線の詳細な実証運行計画を以下に示す。 
 

（１）運行経路 

○ 鳥取駅から用瀬間の国道 53号を運行する。 
○ 乗降は乗り継ぎ拠点のみで可能とする 
○ 乗り継ぎ拠点は、「吉成南」、「鳥取南」（円通寺）、「河原」、「用瀬」とする。 
○ 各乗り継ぎ拠点間での利便性を向上させるために、補完的なサブ拠点を設置する。 
○ 「鳥取駅」～「吉成南」間は、全ての既存バス停で乗降可能とする。 
○ 市立病院を経由する便を設定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取駅

吉成南

鳥取南

河 原

用 瀬

南部幹線

1
凡 例

南部幹線

乗継拠点

サブ拠点

L=2.4km

L=4.3km

L=5.7km

L=6.9km

◆４箇所の乗り継ぎ拠点を補完
するサブ拠点を各拠点間に設
ける。
図中の距離は、乗り継ぎ拠
点間の数値を示す。

市立病院
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（２）乗り継ぎ拠点 

 

◆吉成南 

○ 上り方向は、国道 53号沿線の道路敷きを活用して新設 
○ 下り方向は、国道 29号側道を活用 
○ 将来的には、高架下の活用を検討 
○ 当面の外環状線との乗り継ぎは以下のとおり 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 吉成南での乗り継ぎ拠点（案） 

 

 

Ｒ５３

至 鳥取駅 

至 河原  
 

下り線バス停

上り線バス停

凡 例

南部幹線上り線

南部幹線下り線

外環状線西行き

外環状線東行き
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◆鳥取南 

○ 国道 53号の高架下を活用 
○ 道路中央部で上り・下りが X型に交差して乗降 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 鳥取南での乗り継ぎ拠点（案） 

 

（高架橋橋脚）

（高架橋橋脚）

側

道

側

道

至 鳥取駅 

至 河原  
 

Ｒ５３
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◆河原 

○ 国道 53号の道の駅に隣接する道路用地を活用 
○ 駐車場を有する乗り継ぎ拠点として整備 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 河原 道の駅での乗り継ぎ拠点（案） 
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◆用瀬 

○ JR用瀬駅の国道 53号側空き地を活用（トスクと隣接） 
○ JR駅部に新設踏切を設置することで、JRとバスの連携強化を図る。また、JR
で分断されていた東西地域の連携強化が可能となる。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 用瀬駅周辺での乗り継ぎ拠点（案） 

 
 
 

至 智頭 

 

至 鳥取駅 

 

用瀬駅

（右折車線設置）
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◆サブ拠点 

○ 各乗り継ぎ拠点の間に南部幹線に乗降可能な既存バス停をサブ拠点として設定

する。 
○ 各サブ拠点は、以下のバス停とする。 

 
場 所 既存バス停名 

吉成南～鳥取南間 源太橋 
鳥取南～河原間 河原橋 
河原～用瀬間 国英駅前 

 
 
 



 

第3章 実証運行の詳細計画（案） 

12 
 

【参考：南部地域における各乗継拠点の徒歩・自転車利用に係る圏域人口】 
乗継拠点（サイクルポート）充実の必要性  

   ・徒歩の場合は、幹線圏域人口を４００ｍ以内が幹線バスを利用可能な想定範囲。 
   ・サイクルポートの設置により自転車利用を可能とすることで、圏域人口カバー率（幹線のみ）を約６０％まで引きあげられる。  

   

（単位：人）

人口 用瀬駅TP 国英TP 河原道の駅TP 袋河原TP 鳥取南TP 国安TP 吉成TP 総計 圏域人口カバー率

拠点から400ｍバッファ圏域人口 921 156 37 536 158 685 2,627 5,120 25.4%

拠点から1.5ｋｍバッファ圏域人口 2,256 873 1,613 2,507 1,583 3,033 - 11,865 58.8%

拠点から2.0ｋｍバッファ圏域人口 2,538 983 1,894 2,521 2,008 3,657 - 13,601 67.4%

＊名称は仮称　ＴＰ〔Transit Port〕
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（３）幹線運行ダイヤ（イメージ） 
○ 朝夕ピーク時を概ね 5～10分間隔、日中を概ね 10～15分間隔、夜間を概ね 30分間

隔以下で運行 
○ 路線バスの運行間隔が密であるため、鉄道へも短時間で乗り継ぎが可能 

○ 時刻表のイメージは以下のとおりであり、必要に応じて市立病院経由を設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５
分
間
隔 

用瀬 河原 鳥取南 吉成南 鳥取駅 鳥取駅 吉成南 鳥取南 河原 用瀬

6:00 6:11 6:18 6:25 6:30 6:00 6:05 6:12 6:19 6:30

6:15 6:26 6:33 6:40 6:45 6:15 6:20 6:27 6:34 6:45

6:30 6:41 6:48 6:55 7:00 6:30 6:35 6:42 6:49 7:00

6:45 6:56 7:03 7:10 7:15 6:45 6:50 6:57 7:04 7:15

7:00 7:11 7:18 7:25 7:30 7:00 7:05 7:12 7:19 7:30

7:10 7:21 7:28 7:35 7:40 7:10 7:15 7:22 7:29 7:40

7:20 7:31 7:38 7:45 7:50 7:20 7:25 7:32 7:39 7:50

7:30 7:41 7:48 7:55 8:00 7:30 7:35 7:42 7:49 8:00

7:35 7:46 7:53 8:00 8:05 7:40 7:45 7:52 7:59 8:10

7:40 7:51 7:58 8:05 8:10 7:50 7:55 8:02 8:09 8:20

7:45 7:56 8:03 8:10 8:15 8:00 8:05 8:12 8:19 8:30

7:50 8:01 8:08 8:15 8:20 8:10 8:15 8:22 8:29 8:40

7:55 8:06 8:13 8:20 8:25 8:20 8:25 8:32 8:39 8:50

8:00 8:11 8:18 8:25 8:30 8:30 8:35 8:42 8:49 9:00

8:10 8:21 8:28 8:35 8:40 8:45 8:50 8:57 9:04 9:15

8:20 8:31 8:38 8:45 8:50 9:00 9:05 9:12 9:19 9:30

8:30 8:41 8:48 8:55 9:00 9:15 9:20 9:27 9:34 9:45

8:40 8:51 8:58 9:05 9:10 9:30 9:35 9:42 9:49 10:00

8:50 9:01 9:08 9:15 9:20 9:45 9:50 9:57 10:04 10:15

9:00 9:11 9:18 9:25 9:30 10:00 10:05 10:12 10:19 10:30

9:15 9:26 9:33 9:40 9:45 10:15 10:20 10:27 10:34 10:45

9:30 9:41 9:48 9:55 10:00 10:30 10:35 10:42 10:49 11:00

9:45 9:56 10:03 10:10 10:15 10:45 10:50 10:57 11:04 11:15

10:00 10:11 10:18 10:25 10:30 11:00 11:05 11:12 11:19 11:30

10:15 10:26 10:33 10:40 10:45 11:15 11:20 11:27 11:34 11:45

10:30 10:41 10:48 10:55 11:00 11:30 11:35 11:42 11:49 12:00

10:45 10:56 11:03 11:10 11:15 11:45 11:50 11:57 12:04 12:15

11:00 11:11 11:18 11:25 11:30 12:00 12:05 12:12 12:19 12:30

11:15 11:26 11:33 11:40 11:45 12:15 12:20 12:27 12:34 12:45

11:30 11:41 11:48 11:55 12:00 12:30 12:35 12:42 12:49 13:00

11:45 11:56 12:03 12:10 12:15 12:45 12:50 12:57 13:04 13:15

12:00 12:11 12:18 12:25 12:30 13:00 13:05 13:12 13:19 13:30

12:15 12:26 12:33 12:40 12:45 13:15 13:20 13:27 13:34 13:45

12:30 12:41 12:48 12:55 13:00 13:30 13:35 13:42 13:49 14:00

12:45 12:56 13:03 13:10 13:15 13:45 13:50 13:57 14:04 14:15

13:00 13:11 13:18 13:25 13:30 14:00 14:05 14:12 14:19 14:30

13:15 13:26 13:33 13:40 13:45 14:15 14:20 14:27 14:34 14:45

13:30 13:41 13:48 13:55 14:00 14:30 14:35 14:42 14:49 15:00

13:45 13:56 14:03 14:10 14:15 14:45 14:50 14:57 15:04 15:15

14:00 14:11 14:18 14:25 14:30 15:00 15:05 15:12 15:19 15:30

14:15 14:26 14:33 14:40 14:45 15:15 15:20 15:27 15:34 15:45

14:30 14:41 14:48 14:55 15:00 15:30 15:35 15:42 15:49 16:00

14:45 14:56 15:03 15:10 15:15 15:45 15:50 15:57 16:04 16:15

15:00 15:11 15:18 15:25 15:30 16:00 16:05 16:12 16:19 16:30

15:15 15:26 15:33 15:40 15:45 16:15 16:20 16:27 16:34 16:45

15:30 15:41 15:48 15:55 16:00 16:30 16:35 16:42 16:49 17:00

上り 下り
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⒑
分
間
隔 

用瀬 河原 鳥取南 吉成南 鳥取駅 鳥取駅 吉成南 鳥取南 河原 用瀬

15:45 15:56 16:03 16:10 16:15 16:45 16:50 16:57 17:04 17:15

16:00 16:11 16:18 16:25 16:30 17:00 17:05 17:12 17:19 17:30

16:15 16:26 16:33 16:40 16:45 17:10 17:15 17:22 17:29 17:40

16:30 16:41 16:48 16:55 17:00 17:20 17:25 17:32 17:39 17:50

16:45 16:56 17:03 17:10 17:15 17:30 17:35 17:42 17:49 18:00

17:00 17:11 17:18 17:25 17:30 17:40 17:45 17:52 17:59 18:10

17:15 17:26 17:33 17:40 17:45 17:50 17:55 18:02 18:09 18:20

17:30 17:41 17:48 17:55 18:00 18:00 18:05 18:12 18:19 18:30

17:45 17:56 18:03 18:10 18:15 18:10 18:15 18:22 18:29 18:40

18:00 18:11 18:18 18:25 18:30 18:20 18:25 18:32 18:39 18:50

18:30 18:41 18:48 18:55 19:00 18:30 18:35 18:42 18:49 19:00

19:00 19:11 19:18 19:25 19:30 18:40 18:45 18:52 18:59 19:10

19:30 19:41 19:48 19:55 20:00 18:50 18:55 19:02 19:09 19:20

20:00 20:11 20:18 20:25 20:30 19:00 19:05 19:12 19:19 19:30

20:30 20:41 20:48 20:55 21:00 19:10 19:15 19:22 19:29 19:40

21:00 21:11 21:18 21:25 21:30 19:20 19:25 19:32 19:39 19:50

21:30 21:41 21:48 21:55 22:00 19:30 19:35 19:42 19:49 20:00

22:00 22:11 22:18 22:25 22:30 19:45 19:50 19:57 20:04 20:15

22:30 22:41 22:48 22:55 23:00 20:00 20:05 20:12 20:19 20:30

20:30 20:35 20:42 20:49 21:00

21:00 21:05 21:12 21:19 21:30

21:30 21:35 21:42 21:49 22:00

22:00 22:05 22:12 22:19 22:30

22:30 22:35 22:42 22:49 23:00

23:00 23:05 23:12 23:19 23:30

上り 下り
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○ 運行便数 

   上り（鳥取駅行き）  65便 
   下り（用瀬方面行き） 71便 
 

 

 

○ 必要バス車両 

日 中   ：  6台 
ピーク時最大： 13台 
 
 
 

○ ダイヤと車両の課題 

・ 用瀬発の午後（特に夜）以降の便については、需要が少ないため必要性を詳細に

検討する必要がある。ただし、片側のみの運行であっても車両の回送が必要とな

る。（運行と回送の経費比較が必要） 
 

 
 
（４）運賃 

○ 距離制運賃とし、上限運賃を設定する。 
○ ICカードを導入して乗り継ぎ割引制度の導入や、1日上限運賃設定について検討
する。 

 
 
 
 
（５）車両、専用レーン等 

○ 車両はＢＲＴをイメージした先進的なものを検討する。 
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３-３ 支線の計画 

南部地域の各支線の詳細な実証運行計画を以下に示す。 
ただし、具体的な運行経路やバス停位置、及び運行ダイヤは、今後地域と協働で検討

するものとする。 
 
①西郷線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「河原」～「神馬」・「北村」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

西郷線

乗合タクシー・過疎地有償運送など
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②散岐線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「河原」～「小倉」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗合タクシー

散岐線
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③佐治線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「用瀬」～「栃原」間を運行 
○ 「用瀬」～「加茂」間は、常時定時定路線運行を行うが、「加茂」～「栃原」及 

び「津野集落」を含む区間は、区域運行としてデマンド型運行を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐治線

佐治線（区域運行） 津野集落

乗合タクシー・過疎地有償運送など
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④江波赤波線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「用瀬」～「江波」・「赤波」間を運行 
○ スクールバス機能を有しているとともに、人口集積が低い地域であり、現状の

運行を維持する。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

江波赤波線

用瀬町総合支所
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⑤神戸線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「吉成南」～「岩坪」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸線

吉成南 
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⑥智頭線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「用瀬」～「智頭」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

智頭線

用瀬町総合支所
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⑦河原・用瀬線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「河原」(河原駅)～「用瀬」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河原・用瀬線

用瀬町総合支所
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⑧鳥取・河原線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「鳥取南」～「河原」(河原駅)間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取・河原線
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⑨鳥取南線 

運行経路 

○ 乗り継ぎ拠点「吉成南」～「鳥取南」間を運行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鳥取南線
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第４章 実証運行に向けた取り組み 

４-１ 南部地域実証運行に向けたスケジュール 

南部地域における幹線・支線・乗り継ぎ拠点などから構成される実証運行に向けた各

種準備項目のスケジュールを以下に示す。 
 

事 業 名 項   目 H23 年度 H24 年度 

①幹線路線の運行 

運行サービス検討         

運行主体         

バス車両         

法的手続き         

②支線路線の運行 

各地域での協議         

運行サービス検討         

運行主体         

運行車両         

法的手続き         

③乗り継ぎ拠点 

用地準備         

調査・設計         

工事         

④交通 IC カード 

運営主体         

要件定義         

システム設計・開発         

機材導入・ｶｰﾄﾞ印刷         

⑤広報・利用促進 

交通シンポジウム         

幹線バスラッピング         

バスの愛称         

公共交通利用促進         

 

実
証
運
行
開
始 
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４-２ 幹線路線運行準備の留意事項 

交通事業者へのヒアリング結果等をもとに、南部幹線路線の運行準備の各項目におけ

る留意事項を以下に示す。 
 
●運行サービスの検討 

南部幹線路線の運行サービスは、従来に比べて運行便数が増加するため、これに対応

可能な運行体制を構築する必要がある。そのため、運行事業者と連携して利用者にとっ

て魅力が高く、安全面を第一とした運行サービスを検討する必要がある。 
 

●運行主体 

幹線と支線に分割することで、支線路線を運行する運転手や車両に対する日々の管理

（対面点呼等）の体制が困難になることが予想される。また、従来よりもサービス水準

が高い運行を実施するためには、バス事業者と地域のタクシー事業者が連携することも

重要である。 
具体的な運行主体を様々な視点から検討し、南部地域公共交通事業者組合の設立等も

視野に入れる必要がある。 
 

●バス車両 

南部地域の路線バスのしくみが大きく変わるとともに、運行サービスが向上するため

バス車両を追加する必要がある。上述の運行サービス検討に併せて車両の準備が必要と

なる。また、幹線バスは事業の PRや利用促進の効果を持たせるために、ラッピングや
新規性の演出なども効果的となる。 

 
●法的手続き 

幹線路線運行にあたっては、新設バス停に関する道路管理者や警察との協議を行うと

ともに、道路運送法に基づく申請手続きが必要となる。 
 
 

４-３ 支線路線運行準備の留意事項 

各支線路線の運行準備の各項目における留意事項を以下に示す。 
 
●各地域での協議 

支線路線の計画においては、地域住民と連携して構築することで、よりニーズに即し

た利便性の高い運行サービスを構築することが可能となる。そのため、運行形態やダイ

ヤ設定など、住民と協議を重ねて検討する必要がある。 
 

●運行主体 

支線では人口集積の状況などからバスだけでなくタクシー車両による運行が適する

場合も考えられる。そのため、タクシー事業者とも協議を行い、地域の状況に応じた運
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行サービスを提供できる運行主体を検討する必要がある。 
 

●運行車両 

上記と同様に地域の人口集積や道路状況に応じた車両を導入する必要がある。 
 

●法的手続き 

支線路線運行にあたっては、新設バス停に関する道路管理者や警察との協議を行うと

ともに、道路運送法に基づく申請手続きが必要となる。 
 
 

４-４ 乗り継ぎ拠点整備の留意事項 

南部地域の運行では、支線と幹線の乗り継ぎが基本となる。高齢者等にとっては、乗

り継ぐ際の距離、段差などが利用の抵抗となるため、バリアフリーに配慮したプラット

ホームの設計が必要となる。 
 
 

４-５ 交通ＩＣカード導入準備の留意事項 

交通 ICカード導入においては、鳥取市のまちづくりにおける活用なども視野に入れ
た機能を検討する一方で、導入時や維持管理のコストにも配慮する必要がある。そのた

め、要件定義を行う際に、鳥取市に必要な IC カードの機能とコストに関して十分な検

討を行う必要がある。 
 
 

４-６ 広報・利用促進の留意事項 

広報活動や利用促進のための施策を効果的に実施するためには、新たな運行サービス

の導入時期とのタイミングが重要である。そのため、各種広報活動などは、事前に計画

的な準備を行い、運行開始に照準を定めた戦略的な展開が必要となる。 
具体的には、的確な情報提供施策を推進するとともに、住民の方とのコミュニケーシ

ョンによって新しい交通サービスの理解を進めて利用の動機付けを図る「住民MM（モ
ビリティマネジメント）」とエコ通勤に関して事業所を主体に取り組む「職場MM」が
効果的である。 

 
 

 
 

 
 
 


